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野鳥の高病原性鳥インフルエンザ対応について 

 

先に、環境省において「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係

る都道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」が策定されたこ

とについては、平成 20 年 10 月 27 日付け 20 日獣発第 171 号をもって

貴職あてに通知したところです。 

同対応技術マニュアルにおいては、野鳥における各種衛生調査の実施

をはじめ高病原性鳥インフルエンザ発生時の対応について、民間獣医師

及び民間飼育動物診療施設の果たす役割等が定められたことから、同対

応技術マニュアルの運用にあたり都道府県鳥獣行政担当部局等と地方獣

医師会等との連携強化とともに、民間飼育動物の診療施設をはじめ関係

する診療獣医師との十分な事前調整を図ることの必要性について、本会

から平成 20 年 10 月 27 日付け 20 日獣発第 172 号をもって環境省自然

環境局長及び農林水産省消費・安全局長に対し要請したところですが、

今般、本会からの要請を受け、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業

務室長から都道府県鳥獣行政担当部局に対し、別紙のとおり本会からの

要請の内容が提示されるとともに、同対応技術マニュアルに基づく調査

等の実施に当たっての関係者との協力、連携の円滑化について通知した



旨、併せて本会に対し本件に対する協力・連携への配慮について依頼が

ありました。 

つきましては、貴会におかれては、内容ご了知の上は、都道府県鳥獣

行政担当部局等との連携のもと、円滑な対策実施の支援・協力に努めら

れるとともに、野鳥の診療をはじめ各種衛生調査や野生動物保護活動に

当たられる会員獣医師に対しての周知につきよろしく対応の程お願いし

ます。 
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